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『改訂版 遺言相談標準ハンドブック』（令和元年９月 10 日初版）

お詫びと訂正 

下記の通り、本書中に誤りの箇所がございました。 

謹んでお詫び申し上げます。 

記 

●P319 上から６行目  

 【誤】「Ｙは本件遺言の利益を放棄することはできない」としＹが本件不動産を相続しま

した。 

 【正】「Ｘは本件遺言の利益を放棄することはできない」としＸが本件不動産を相続しま

した。 

●P319 上から 11行目 

 【誤】…Ｙが確定的に取得したことになるため。 

【正】…Ｘが確定的に取得したことになるため。 

以上 


